
書式第１６号（法第２８条関係）

１． 重要な会計方針

　　

　 固定資産の減価償却の方法

消費税等の会計処理

２． 固定資産の増減

A　期首 B　期末
2 2

49,416 32,945
128,646 1

1,804,000 2,014,000
120,000 120,000

1,191,442 803,488
553,614 411,502

3,847,120 3,381,938

３． 借入金の増減内訳

A　期首 B　期末
650,000 50,000

1,200,000 700,000
4,228,000 1,444,000

6,078,000 2,194,000

４.

計算書類に
計上された

金額

内役員及び
近親者との

取引

1,341,119 102,260
2,844,000 444,000

3,884,000 500,000

8,069,119 1,046,260

長期借入金 返済 理事より長期借入金 返済
合計

各部門事業費　消耗品費 理事の親族会社から洗濯機等購入
各部門事業費　リース・賃借料 理事契約の賃貸アパートの部屋の使用料

（活動計算書）

WWWW -500,000
日本政策金融公庫 -2,784,000

合計 -3,884,000

役員及びその近親者のとの取引の内容
役員及びその近親者のとの取引は以下の通りです。

（単位：円）

科目 内容

SSSS -600,000

保証金 0
礼金 -387,954

更新料 -142,112
合計 -465,182

（単位：円）
科目 増減（B-A）

構築物 -16,471
車両運搬具 -128,645

敷金 210,000

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

（単位：円）
科目 増減（B-A）

建物付属設備 0

（２）

　　令和４年度　　計算書類の注記

特定非営利活動法人インクルージョン推進機構

　計算書類の作成は、特定非営利活動法人エーピーアイ・ジャパン　N-Books　NPO法人会計（内閣府
「特定非営利活動法人の会計の手引き」準拠）によっています。

（１）

　構築物の減価償却は、定率法によっています。


